
　

でご確認ください。

                    【担当】企画業務部
                    〒102-0076　東京都千代田区五番町12番地3号　五番町YSビル3階
                    【電話番号】　03－3239－5061　 【Mail】kousyu@tekitori.or.jp

【活用事例】　こんなときにお勧めです!！

⇒当機構はテーマのバリエーションが豊富。毎年、異なるテーマや階層に応じたカスタマイズも可能です。

　お客様からは「知識が深まり、社内コンプライアンス強化につながる」等のお声をいただいています。

⇒当機構は協力会社を含めた企業グループ全体からの依頼を数多くいただいております。

　お客様からは「協力会社からの反響が大きい。有意義でした」等のお声をいただいています。

          　 CITIO     公益財団法人 建設業適正取引推進機構

パンフレットの「講習コース科目一覧」

・改正下請法（取適法）の内容と遵守のポイント

お手数ですが、詳細はHPもしくは

また、上記の他にも講習科目がございます。

ご希望に合わせてカスタマイズも可能です。

・建設業法（入門）　(概論)

・建設業の現状と課題

・建設業・建設関連業と独占禁止法

・建設業の元請・下請ルール

公益財団法人 建設業適正取引推進機構

講師派遣のご案内
～コンプライアンス強化のために機構の講師派遣を利用してみませんか？～

  こんなときはぜひ
　　　　　当機構にご相談ください!!

　　　　法改正の内容など最新の動向を知っておきたい

        法令遵守の観点から問題がありそうだが、外部の専門家の意見を聞いてみたい

        仕事で必要な法令に関する教育の場を社員に継続的に用意したい

　　　  自社は大丈夫だが、グループ・協力会社の法令遵守レベルは正直不安だ

【派遣の特長】 【講習科目の例】
・建設業・建設関連業のコンプライアンス

社内研修だとマンネリ化しがち。社員に毎年新しい知識を習得させたい

協力会社にも法令遵守を徹底してもらえるよう、何かアクションを起こしたい

・ 建設業・建設関連業の企業・団体等が全
国各地で実施する講習会に講師を派遣
いたします。少人数でも対応可能です。

・ 国土交通省、公正取引委員会で行政に携
わった経験豊富なベテラン講師らが、押
さえておくべきポイントをわかりやすく
解説いたします。講義内容等についての
質問は随時お受けいたします。

・ オンライン講習会（ライブ配信）も対応可
能です。



【機構会員の利用：平日、１科目で受講者50人】

【機構会員以外の利用：平日、１科目で受講者50人】

【費用(税込)】 【費用シミュレーション(税込)】

①講師派遣料(１科目原則90分)
1科目につき52,360円
（当機構会員価格 21,340円）

②受講料
1科目一人につき4,460円
（当機構会員価格 3,410円）
テキスト（当機構の販売図書）は無償配付となります。

※土日休日の講師派遣料は、1科目につき104,720円（会員価
   格42,680円）となります。〔いずれも税込〕
※上記の他に講師の交通費・宿泊代（遠方の場合）をご負担
    いただきます。

①講師派遣料　＋　②受講料　　＝191,840円
　　（21,340円） 　 （3,410円×50人）

①講師派遣料　＋　②受講料　　＝275,360円
　　（52,360円） 　 （4,460円×50人）

会員になると

かなりお得！！

講習会に関するお問い合わせは、お気軽に企画業務部までご連絡ください。

【Tel】 03－3239－5061  【Mail】kousyu@tekitori.or.jp

会員に関する照会もお待ちしております。

○講師派遣をご利用いただく際のフロー

項目 内容 スケジュール（例）

1 機構への相談 講習内容、日程等について、電話またはメールにて当機構へご相談ください。 開催日の２ヵ月前

2 講師派遣依頼書の提出 日程が決定しましたら講師派遣依頼書をご提出ください。 講習内容の打合せ前

3 講習内容の打合せ
受講対象者(階層等)、希望する講義内容等を確認のうえ、講義の進め方、使用
テキスト等を決定します。

開催日の１ヵ月前

4 見積書の送付 見積書を作成し、ご担当者へ送付します。
講習内容の打合せ後、
速やかに

5 参加者数の連絡 参加者数をお知らせください。 開催日の１週間前

6 テキストの送付 開催日の１週間前を目途に、ご希望の送付先にテキストを送付します。

7

8 請求書の送付 ご担当者に請求書を送付します。 開催後２週間以内

9 お支払い 指定の振込口座へお振込みください。 請求日から１ヵ月以内

講習会開催日


